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パフォーマンス・シェア・ユニット（PSU）に基づく新株式発行に関するお知らせ 

 

当社は、本日付けの取締役会決議において、当社従業員向け事後交付型株式報酬制度（以下「本制度」

といいます）に従い付与したパフォーマンス・シェア・ユニット(以下「PSU」といいます)に基づく新株

式の発行（以下「本株式発行」といいます）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

1. 発行の概要 

(1) 払込期日 2026年7月17日 

(2) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 12,329株 

(3) 発行価額 1株につき4,885円 

(4) 発行総額 60,227,165円 

(5) 割当予定先 当社の従業員 87名 12,329株 

 

2. 発行の目的及び理由 

 当社は、中長期的な企業価値向上に向けた取組をより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進め

ること及び当社の事業の中核を担う従業員に対して企業価値及びとり業績の向上に対するコミットメン

トを引き出すことを目的として、所定の要件を満たす当社の従業員（以下「対象者」といいます）を対象

として、本制度を導入しております。 

 本株式発行は、当社が本制度に基づき対象者に付与したPSUが2026年6月1日付で権利確定したことに従

い、本日付けの当社取締役会決議に基づき行われるものです。 

  



 

＜本制度の概要＞ 

(1) 本制度の対象者 

 当社の従業員 

(2) PSUの概要 

 本制度に基づき付与されるPSUは、対象者に対して、当社が予め定める数のユニットを事前に付与

し、評価期間における業績評価結果に応じてユニットの全部または一部について権利が確定するも

のであります。 

評価期間は、2023年6月1日から2026年5月31日までの3年間とし、当該期間中の各権利判定日にお

いて、あらかじめ定められた割合のユニットについて権利判定を行います。権利判定日における権

利確定ユニット数は、当該権利判定日が属する月の月間平均時価総額の基準時価総額に対する増加

率に応じて決定されます。 

(3) 当社株式の交付の方法及び時期 

 当社は、取締役会決議に基づき、対象者に付与される金銭報酬債権を現物出資させる方法により、

確定したユニットの数に応じた当社普通株式（1ユニット当たり1株）を割り当てます。 

 なお、対象者に交付される株式数は、各権利判定日時点において権利確定したユニットの総数に

対して60％相当の数となり、残りの40％相当は金銭報酬として支給いたします。 

(4) 退職時の取扱い 

対象者が正当な理由以外で退職した場合は、本制度に基づく株式及び金銭報酬の交付を受ける権

利を喪失します。一方、正当な理由による退職の場合には、当社規程に基づき、在任期間に応じた株

式及び金銭報酬を交付するものとします。 

 

3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本株式発行は、割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込

価額は、恣意性を排除した価格とするため、2026 年 6 月 9 日（取締役会決議の前営業日）の東京証券取

引所における当社普通株式の終値である 4,885 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場

株価であり、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な

価額に該当しないと考えております。 

以上 


